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都市計画マスタープラン改定の背景

計画の策定

都市計画マスタープランとは、土地の使い方や、道路、公園等の都市施設、自然
環境、景観といった都市を構成する様々な要素の方向性を長期的な視点に立って
定めるものです。
瑞穂市（以降「本市」という。）では、２町合併（平成１５年５月）後はじめてとなる

都市計画の指針として、平成20年9月に瑞穂市都市計画マスタープラン（以降「当
初プラン」という。）を策定しました。

計画の改定

平成20年9月の当初プランの策定以降、国の都市づくりの方向性である「コン
パクト・プラス・ネットワーク」や社会のデジタル化の進展等、本市を取り巻く情勢
は変化しています。さらに、現行プランの上位計画である瑞穂市第３次総合計画
策定及びその他上位・関連計画の改定も行われています。
そこで、こうした情勢変化等を考慮し、『誰もが未来を描けるまち 瑞穂』の次の

ステップとしてのより具体的な都市づくりが進められるよう、現行プランの改定を
行うこととします。
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都市計画マスタープランについて

○都市計画法第18条の2に規定される「市町村の都市計画に関する基本的な方針」

≪導入編≫

本プランや、今後の都市づくりに係る前提条件を整理します。

≪全体構想編≫

市域を一体的に捉えた、市全体としての都市づくりの目標や、これを実現するための

整備方針等を定めます。

≪地域別構想編≫

市域を７つの地域に区分し、地域毎に、地域づくりの目標や、これを実現するための

整備方針等を定めます。

本市における都市計画マスタープランの構成
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改定のスケジュール

年度 月 庁内調整会議 市民意見聴取 都市計画審議会 その他

R5

10月 ・各課ヒアリング

2月

・策定部会①(2/1)
⇒協議(導入編素案)

・策定委員会①(2/20)
⇒協議(導入編素案)

R6

7月
・アンケート調査

(※総合計画)

12月
・策定部会②(12/23)
⇒協議(全体構想素案)

1～3月

・策定委員会②(1/30)
⇒協議(全体構想素案)

・策定部会③(2/20)
⇒協議(全体構想素案)

・策定委員会③(3/13)
⇒協議(全体構想素案)

・県協議(相談)
・市議会①
⇒工程報告
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改定のスケジュール

年度 月 庁内調整会議 市民意見聴取 都市計画審議会 その他

R7

4～6月
・県協議(相談)
・市議会②
⇒策定延期報告

9月
・市議会③
⇒工程再報告

10～11月
・アンケート調査
（※市マス）

1～3月

・策定部会④(1/13)
⇒協議(導・全素案)

・策定委員会④(1/27)
⇒協議(導・全素案)

・審議会①(2/9)
⇒協議

(導・全素案)

・県協議(下協議)
・市議会④
⇒報告

(導・全素案)

R8

4～6月

・策定部会⑤
⇒協議(素案全体)

・策定委員会⑤
⇒協議(素案全体)

・県協議(下協議)
・県協議(事前協
議)

7～9月
・審議会②
⇒協議

(素案全体)

・市議会⑤
⇒報告

(素案全体)

10～12月

・策定部会⑥
⇒決定(原案)

・策定委員会⑥
⇒決定(原案)

・パブリックコメント
・地域別懇談会

1～3月
・審議会③
⇒審議(原案)

・答申

・市議会⑥
⇒議決(原案)

・策定告示
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計画の構成

第1章 都市計画マスタープランの策定にあたって

第2章 これからの都市づくりに向けて

第3章 都市づくりのビジョン

第4章 都市づくりの基本計画

第5章 分野別都市づくり計画

第6章 地域区分

第7章～第13章 地域づくり構想

地域別構想編

全体構想編

導入編

・４つの分野の整備、
誘導方針

・全体構想を基に各地域
の全体条件、方針

・７地域に区分

・根幹となる都市づくり
の目標・考え方

・国の政策、本市の現状
を踏まえた都市づくり
のあり方

瑞穂市都市計画マスタープラン
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都市計画マスタープランの位置づけ

本市の行財政運営すべての基本となる「瑞穂市総合計画」や、岐阜県が定める

「岐阜都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（岐阜都市計画区域マスタープラン）」

に即して、今後の都市づくりに係る基本方向を定めるものです。
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都市計画マスタープランについて

令和17年度を目標年次とします。

目標年次
岐阜都市計画区域内の瑞穂市全域及び、瑞穂準都

市計画区域（約２,８１９ｈａ）を対象区域とします。

計画対象区域

≪市民等との長期ビジョンの共有≫

長期的な視野に立ち、都市づくりの理念・目標やこれを実現するための整備方針を

示します。これにより、市民・事業者・行政など、様々な都市づくりの主体の間で、長期

ビジョンを共有できるようになります。

≪個別事業・施策を展開する上での拠り所≫

計画的な都市づくりを実現するために用意されている各種都市計画制度（用途地域、

地区計画、土地区画整理事業 等）について、活用する際の指針となります。

また、都市計画関係法令に基づく個別具体プランの策定や、その他事業･施策の実施

に際し、骨格として活用されます。

≪協働のまちづくりの促進≫

プラン策定過程における市民への情報提供や市民参加等を通じて、都市づくりに対

する市民の理解･協力や、自主的な取組を促す役割を担います。

都市計画マスタープランの役割
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計画の構成

第1章 都市計画マスタープランの策定にあたって

第2章 これからの都市づくりに向けて

第3章 都市づくりのビジョン

第4章 都市づくりの基本計画

第5章 分野別都市づくり計画

第6章 地域区分

第7章～第13章 地域づくり構想

地域別構想編

全体構想編

導入編

・４つの分野の整備、
誘導方針

・全体構想を基に各地域
の全体条件、方針

・７地域に区分

・根幹となる都市づくり
の目標・考え方

・国の政策、本市の現状
を踏まえた都市づくり
のあり方

瑞穂市都市計画マスタープラン
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本市の現状

年齢別人口

本市人口の年齢構成は、令和２年時点で、年少人口（０～１４歳）の占める割合が

約１５％、生産年齢人口（１５～６４歳）が約６１％、老年人口（６５歳以上）が約２１％

となっており、県全体からすると、比較的若いまちといえます。

また、経年的な推移をみると、生産年齢人口と老年人口は増加傾向にあり、老年

人口の増加率は県全体を上回っています。

図 市の年齢層別人口の推移（国勢調査）



11

本市の現状

年齢別将来人口

本市の将来人口は、総人口は令和12年をピークに減少すると予想されます。

年齢層別にみると、老年人口は今後も増加傾向、年少人口は緩やかな減少傾向

であり、生産年齢人口は令和７年をピークに減少すると予想されます。
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図 年齢層別の将来人口推計
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本市の現状

昼間及び夜間人口

本市の昼間人口（常住人口を

土台として市内外への通勤・通

学人口を反映したもの）は、令

和２年時点で、夜間人口（常住

人口）を下回っています。

昼夜間人口比率については、

１.０以下で横這いから減少傾

向にあり、県内市では最下位と

なっています。

以上より、周辺都市のベッド

タウンとしての性格が維持・進

行していると考えられます。
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図 昼間人口及び昼夜間人口比率の推移（国勢調査）

図 県内市における昼夜間人口比率（国勢調査Ｒ２）
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本市の現状

土地利用面積の推移

本市の土地利用は、令和２年時

点で、農地が約３５％を占めて最

も大きく、経年的な推移をみると、

農地の減少傾向、住宅地及び道路

の増加傾向が目立っています。そ

の他の利用区分についてみると、

工業地は減少傾向、事務所・店舗

は増加傾向にあります。
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図 土地利用面積の推移（土地利用区分別面積実態調査）
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本市の現状

洪水浸水想定区域（計画規模）

本市において、比較的発生する

可能性のある計画規模降雨によ

り、各河川が氾濫した場合に浸水

が想定される区域とその浸水深

を示しています。本市のほぼ全域

において０.５ｍ以上の浸水が想定

され、特に市北東部や南部におい

ては、３ｍ以上の浸水が想定され

ています。

図 洪水浸水想定区域（計画規模）の状況（瑞穂市防災読本（平成３１年３月））
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瑞穂市のこれからのまちづくりに関するアンケート

調査の目的

瑞穂市都市計画マスタープランの改定にあたり、市民の地域におけるま
ちづくりに関する意見を把握し、改定内容に反映することを目的とする。
調査は、「瑞穂市第３次総合計画」の改定に向けて行われた「瑞穂市のこ
れからのまちづくりに関するアンケート」中に、都市計画マスタープランに
係る設問（日常生活の移動）を設ける形で行った。

調査方法 郵送による配布、郵送・WEBによる回収

実施期間 令和6年7月19日(金) ～ 令和6年8月5日(月)

調査対象 市内在住18歳以上：3,000名（無作為抽出）

配布票数 3,000通

回収票数 ９３２通（郵送：６８０通、ＷＥＢ：２５２通）

回収率 31.1％

集計項目

◆定住意向とそう思う理由について
◆生活環境に関する感じ方
◆市の施策に対する満足度・重要度
（治水・防災、都市基盤、交通基盤、上水道・下水道、農業、商工業、観光・
交流、協働）

◆日常生活の移動について
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本市の現状

市の施策に対する現状の満足度・

今後の重要度

治水・防災に関しては、現状の満足度、

今後の重要度ともに非常に高くなってい

ます。

一方で、都市基盤、交通基盤に関しては、

他施策と比較して、現状の満足度は低く、

今後の重要度は比較的高くなっています。

観光・交流に関しては、他施策と比較し

て現状の満足度が低いが、今後の重要度

は他の項目と比較して最も低く、市民の

関心はさほど高くないと見られます。
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市民アンケート

調査の目的
瑞穂市都市計画マスタープラン改定に向け、将来的に人口が減少すると
予想されている瑞穂市において、瑞穂市のまちづくりや穂積駅周辺の拠
点化に向けた市民の意向を把握する。

調査方法 郵送による配布、郵送・WEBによる回収

実施期間 令和7年10月22日（水） ～ 令和7年11月15日（土）

調査対象 市内在住18歳以上：3,000名（無作為抽出）

配布票数 3,000通

回収票数 1,287通（郵送：848通、WEB：439通）

回収率 42.9%
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市民アンケートの調査項目

設問内容 備考

瑞穂市のまちづく
りについて

まちづくりの目標に対する進捗度

今後のまちづくりの方向性に対する意向

穂積駅周辺の現
状について

穂積駅及び、施設（商業、医療・福祉、公共、公園、
子育て）に行く頻度

穂積駅及び、施設（商業、医療・福祉、公共、公園、
子育て）に行く交通手段

施設（商業、医療・福祉、公共、公園、子育て）に関す
る困りごと（利用面、移動面）

穂積駅周辺に対
する今後の意向
について

施設（商業、医療・福祉、公共、公園・防災、子育て）
に対する満足度と今後の重要度

穂積駅周辺のまちづくりに対して期待すること

属性

年齢

※クロス集計に活用
性別

住まい

職業
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本市の現状

平成３０年の都市計画マス

タープランにおける都市づ

くりの目標に対する進捗度

都市づくりの目標である「自動

車に頼らず暮らせる利便性の高

い都市づくり（安心①）」や「安全、

安心に暮らし続けられる都市づ

くり（安心②）」や「多くの人が訪

れたくなる都市づくり（交流創

出①）」について、進んでいない

という意見が多くなっています。

1 5

進んでいない← 平均値 →進んだ

複数回答は集計除外とした。

 ① 中山道、美江寺宿などの特色ある歴史、文
化資源を最大限に活かした、市民が誇りを持
ち、多くの人が訪れたくなる都市づくり

 ② 市民がスポーツやレクリエーション、文化活
動などを身近で楽しめ、市民同士の交流が活発
な都市づくり

 ① 国道２１号を中心としたきめ細かな幹線道路
ネットワークが形成され、活発な産業の活動や、市
内の様々な場所を結び交流が広がる都市づくり

 ② 賑わいのあるまちの顔や、活力のある産業
が集まる場所が形成され、市全体がこれからも
発展していけるような都市づくり

 ③ 民間の力や今ある建物や施設の活用などに
よって都市の運営の効率化が図られ、これから
も発展が可能となる都市づくり

 ① 必要以上に自動車に頼らず暮らせる日常の
生活圏を備えた利便性の高い都市づくり

 ② 超高齢社会や南海トラフ巨大地震、集中豪
雨などの災害のリスクに対応した、誰もが生涯健
康で安全、安心に暮らし続けられる都市づくり

 ③ 地域の暮らしに必要となる道路、公園、下水
道などが整った住みやすい環境やコミュニティの
維持、育成につながる都市づくり

 ② 利便性の高い電車やバスの仕組みや緑豊
かで住みやすい環境などを備えた、地球環境に
やさしい、持続可能な都市づくり

 ① 多くの一級河川や農地などによる田園風景
を活かした、美しく、自然に親しみを感じることの
できる都市づくり

 ③ 地域にある歴史、文化資源や公園などが互
いに関係し合いながら自然に結びつき、多様な
交流や各施設の利用が増えるような都市づくり

項　　　目

安心

活力・
賑わ
い

交流
創出

調和

平均値（ほぼ進んでいないと思う・・1点、どちらかと言えば進んでいないと思う・・2点、どちらとも言えない・・3点、どちらかと言えば進
んだと思う・・4点、とても進んだと思う・・5点）無回答は除く。

※

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほぼ進んでいないと思う（1点） どちらかと言えば進んでいないと思う（2点）

どちらとも言えない（3点） どちらかと言えば進んだと思う（4点）

とても進んだと思う（5点）

2.38

2.54

2.82

2.79

2.68

2.68

2.43

2.97

2.75

2.72

2.56
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本市の現状

市の今後のまちづくりの進め方に関する意向

瑞穂市の今後のまちづくりの進め方については、どの項目もそう思うとする意見が

多くありましたが、「利便性の高い公共交通体系の整備により、高齢者や自家用車を利

用しない人たちをはじめ、誰もが快適に市や地域の中心部や施設まで移動できた方が

良い」が最も多くなっています。

1 1

2 2

3 3

1 5

そうは思わない← 平均値 →そう思う

※折れ線は平均値。

※

平均値（そうは思わない・・1、どちらかと言えばそうは思わない・・2、どちらとも言えない・・3、どちらかと言えばそう思う・・4、そう思う・・5）無回答は除く。

複数回答は集計除外とした。

項　　　目

 公共施設や商業施設、医療、介護、子育て・教育
施設など、日常生活に必要な施設や機能は、でき
るだけ市の中心部や地域の中心部に集めて効率
的に維持管理をした方が良い

 利便性の高い公共交通体系の整備により、高齢
者や自家用車を利用しない人たちをはじめ、誰も
が快適に市や地域の中心部や施設まで移動でき

た方が良い

 市の中心部や地域の中心部以外の場所にも、必
要な施設や機能は見直しや再編を行うことで、でき
るだけ効率的に維持管理をした方が良い

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そうは思わない どちらかと言えばそうは思わない

どちらとも言えない どちらかと言えばそう思う

そう思う

3.39

4.31

4.10
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本市の現状

ＪＲ穂積駅周辺の施設の満足度・

重要度

ＪＲ穂積駅周辺の施設の満足度・

重要度として、商業施設が最も満足

度が低い一方で、重要度は高くなっ

ています。また、医療・福祉施設に

ついては、満足度・重要度ともに高

い結果となっています。
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本市の現状

ＪＲ穂積駅周辺のまちづくりに対する意向

ＪＲ穂積駅周辺のまちづくりについて、「２．公共交通の利便性向上（バスなど）」に次

いで、「１.魅力的な施設・飲食店の誘致」、「７．災害に強い道路や上下水道、公共施設の

整備（防災・減災対策）」の意向が多い結果となっています。

件数

623

631

352

243

269

388

451

295

137

24

33

41

3,487

無回答

計

７．災害に強い道路や上下水道、公共施設の整備（防災・減災対策）

８．空き地・空き家の有効活用

９．働く場の創出

１０．今のままで良い

１１．よくわからない

選択肢

１．魅力的な施設・飲食店の誘致

２．公共交通の利便性向上（バスなど）

３．自転車や歩行者にやさしい空間の整備

４．緑地や公園などの憩いの空間の設備

５．子育て世代にやさしい施設やサービスの充実

６．高齢者にやさしい施設やサービスの充実

48.4%

49.0%

27.4%

18.9%

20.9%

30.1%

35.0%

22.9%

10.6%

1.9%

2.6%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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これからの都市づくりに向けて（都市づくりの主要課題）

◎コンパクト・プラス・ネットワークの構築

中心市街地の衰退や高齢化が進行していることにより、将来、人口減少に転じること

が予想されています。その観点から都市基盤の整備や都市機能の充実等を図り、若者

の定住促進につながる良好な住環境を整えていくことが必要であり、これらを効率的

に行うために、都市づくりにおいて「コンパクト・プラス・ネットワーク」の構築を行って

いくものとします。

◎地域産業の維持・成長

昼夜間人口比率は県内市では最下位となっています。一方で東海道環状自動車道の

整備が進み、その周辺での企業等の立地が進んでいます。本市においても、その整備

効果を取り込んでいく必要があります。

以上より、企業の需要に対応しつつ、市内に働く場を創り出すために、社会情勢等や

地域の実情に応じた商業地・工業地を確保・形成していく必要があります。

◎災害に強い強靱なまちの形成

南海トラフ巨大地震に係る地震防災対策推進地域に指定されているほか、市内ほぼ

全域において洪水等による浸水被害が想定されています。誰もが安心して暮らし続け

られる住環境の創出について、積極的に取り組むことが必要です。
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これからの都市づくりに向けて（都市づくりの主要課題）

◎デジタル社会への対応

近年のデジタル化に伴うライフスタイルの変化を見据えた都市づくりを推進する必

要があります。具体的には次世代型交通システムへの転換、防災・減災対策や高度化、

新技術の活用等により、本市において、新しい観光まちづくり等を進めていきます。

◎SDGsの視点を取り入れた持続可能な都市づくり

本プランでは、瑞穂市第3次総合計画の主に基本目標3「誰もが安心して暮らせる都

市（まち）」に寄与するものがあります。

基本目標に関連するSDGsのゴールである、「3.健康と福祉」、「4.教育」、「6.安全な

水の供給」、「7.エネルギーの確保」、「8．雇用と経済成長」、「9．強靱なインフラ産業の

基盤整備」、「11．安全な居住環境の整備」、「12．生産と消費形態の確保」、「13．気候

変動対策」、「14．海の豊かさの保全」、「15．陸の豊かさの保全」、「17．パートナーシッ

プによる施策の推進」を取り入れた持続可能な都市づくりを目指します。
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計画の構成

第1章 都市計画マスタープランの策定にあたって

第2章 これからの都市づくりに向けて

第3章 都市づくりのビジョン

第4章 都市づくりの基本計画

第5章 分野別都市づくり計画

第6章 地域区分

第7章～第13章 地域づくり構想

地域別構想編

全体構想編

導入編

・４つの分野の整備、
誘導方針

・全体構想を基に各地域
の全体条件、方針

・７地域に区分

・根幹となる都市づくり
の目標・考え方

・国の政策、本市の現状
を踏まえた都市づくり
のあり方

瑞穂市都市計画マスタープラン
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現行プランの都市の将来像

【現行プラン】都市計画マスタープラン

誰もが未来を描けるまち 瑞穂

１．育（未来）子ども・地域・産業を育む
２．住（暮らし）良好な住環境を維持・向上する
３．安（守り）安全・安心な暮らしを守る
４．活（輝く）まちの資源や人を活かす

基
本
視
点

都
市
の
将
来
像

現行プランの都市の将来像

本市の資源を最大限に活かしながら

（「活」の視点）、安全、安心で快適、便利

に暮らせる住環境（「安」、「住」の視点）

や、活力ある産業環境（「育」の視点）等

を備えた魅力的なまち、ひいては人口

減少、超高齢化等の厳しい情勢にも対

応した持続可能なまちを創造していく

ものとして、将来像を掲げる。

〈都市づくりの目標2〉
活力や賑わいを創出する

都市づくり

①産業活動や交流を促進する幹線
   道路ネットワークの形成
②市の発展を牽引するまちの顔や
   産業の場の形成
③民間活力の活用等による都市
   運営の効率化

〈都市づくりの目標3〉
多様な交流を創出する

都市づくり

①特色ある歴史、文化を活かした
   観光、交流の活性化
②市民同士の交流を深める場の
   形成
③多様な地域資源の連携による
交流拡大

①美しく自然に親しみを感じる
   環境の形成
②地球環境への負荷の軽減

〈都市づくりの目標1〉
誰もが安心して暮らし
続けられる都市づくり

①過度に自動車に頼らず暮ら
せる日常生活圏の形成

②安全、安心で健康的に暮ら
   せる住環境の形成
③道路、公園、下水道等が充実
    した良好な住環境の形成

〈都市づくりの目標1〉
誰もが安心して暮らし
続けられる都市づくり

〈都市づくりの目標2〉
活力や賑わいを創出する

都市づくり

〈都市づくりの目標3〉
多様な交流を創出する

都市づくり

〈都市づくりの目標4〉
自然や環境と調和する

都市づくり



27

現行プランの都市の将来像

現行プランによる瑞穂市の現状

〇現行プランおいては、本市の資源を最大限に活かしながら、安全、安心に暮らせる

災害に強い都市環境や、都市機能が集積し快適、便利に暮らせる住環境、活力ある

   産業環境等を備えた魅力的なまちの形成を目指してきました。

〇本市は、岐阜市や大垣市をはじめとする都市に通勤・通学する人々の居住地として

機能する住宅都市であり、その魅力向上に資するために下水道等の不足する都市

   基盤や幹線道路ネットワークの整備を推進してきました。

→第3次総合計画のアンケート結果において、

「社会インフラの整備や土地の有効活用による都市機能の強化」と

「交通基盤の充実による交通・移動の利便性の向上」が重点改善分野として

挙げられています。

→本市においては、中心市街地の衰退や高齢化、本計画期間内に人口減少に転ずる

ことを踏まえたまちづくりの転換点を迎えることから、都市機能を集約しつつ、

   地域生活圏をネットワークで結ぶ「コンパクト・プラス・ネットワーク」の構築が

   重要なテーマとなっています。
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新プランの都市の将来像

新プランにおいては

〇本市全体の都市基盤・交通基盤のさらなる整備を進めるとともに、「コンパクト・

   プラス・ネットワーク」の実現に向けて、JR穂積駅を中心とした都市拠点のさらなる

   機能強化と地域生活拠点の利便性強化及び都市拠点と地域生活拠点相互の連携を

   強化します。

〇企業活動に必要な環境を整備し、働く場の確保と地域産業の成長を支える取り組み

も推進します。

〇中山道、美江寺宿など本市の多様な資源を最大限に活かし、心身の健康や地域との

   つながりを大切にし、自然や文化を楽しめる暮らしを支えるまちを形成します。

→人口減少や超高齢化などの社会課題に対応し、こどもが健やかに成長できる

環境と持続可能で誰もが安全で快適に暮らせるウェルビーイングな都市の実

現を目指します。

【新プラン】都市計画マスタープラン

つながりと活力で育む、持続可能なまち 瑞穂
都市の将来像
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新プランの都市の将来像
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新プランの都市の将来像

〈都市づくりの目標1〉
世代を超えて安心できる

都市づくり

①道路、公園、下水道等が
   充実した良好な住環境
   の形成
②過度に自動車に頼らず
   暮らせる日常生活圏の
   形成
③安全、安心に暮らせる
   住環境の形成

〈都市づくりの目標2〉
魅力ある拠点と賑わいが

あふれる都市づくり

①多様な機能が集積した
   訪れやすく魅力あるまち
   の形成
②都市拠点における市民
   の交流の場や憩いの場
   の形成
③歩行者にやさしいまち
   の形成

〈都市づくりの目標3〉
活力に満ちた持続可能な

都市づくり

①産業活動や交流を促進
   する幹線道路ネットワー
   クの形成
②市の発展を牽引する
  まちの顔や産業の場の
  形成
③民間活力の活用等に
   よる都市運営の効率化

〈都市づくりの目標4〉
文化・歴史・スポーツでつ

ながる都市づくり

①特色のある歴史、文化を
   活かした観光、交流の活
   性化
②スポーツや文化芸術活
   動を通じた市民交流の
   促進
③多様な地域資源の連携
   による交流拡大

①美しく自然に親しみを
   感じる環境の形成
②地球環境への負荷の
   軽減

〈都市づくりの目標2〉
活力や賑わいを創出する

都市づくり

①産業活動や交流を促進する幹線
   道路ネットワークの形成
②市の発展を牽引するまちの顔や
   産業の場の形成
③民間活力の活用等による都市
   運営の効率化

〈都市づくりの目標3〉
多様な交流を創出する都市づくり

①特色のある歴史、文化を活か
   した観光、交流の活性化
②市民同士の交流を深める場の
   形成
③多様な地域資源の連携による
交流拡大

①美しく自然に親しみを感じる
   環境の形成
②地球環境への負荷の軽減

〈都市づくりの目標1〉
誰もが安心して暮らし続けられる

都市づくり

①過度に自動車に頼らず暮ら
せる日常生活圏の形成

②安全、安心で健康的に暮ら
   せる住環境の形成
③道路、公園、下水道等が充実
    した良好な住環境の形成

誰もが未来を描けるまち 瑞穂都市の将来像

〈都市づくりの目標1〉

誰もが安心して暮らし

続けられる都市づくり

〈都市づくりの目標2〉

活力や賑わいを創出する

都市づくり

〈都市づくりの目標3〉

多様な交流を創出する

都市づくり

〈都市づくりの目標4〉

自然や環境と調和する

都市づくり

〈都市づくりの目標1〉
世代を超えて安心できる

都市づくり

〈都市づくりの目標2〉
魅力ある拠点と賑わいが

あふれる都市づくり

〈都市づくりの目標3〉
活力に満ちた持続可能な

都市づくり

〈都市づくりの目標4〉
文化・歴史・スポーツで
つながる都市づくり

〈都市づくりの目標5〉
自然と共生し、環境に
やさしい都市づくり

つながりと活力で育む、持続可能なまち 瑞穂都市の将来像
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計画の構成

第1章 都市計画マスタープランの策定にあたって

第2章 これからの都市づくりに向けて

第3章 都市づくりのビジョン

第4章 都市づくりの基本計画

第5章 分野別都市づくり計画

第6章 地域区分

第7章～第13章 地域づくり構想

地域別構想編

全体構想編

導入編

・４つの分野の整備、
誘導方針

・全体構想を基に各地域
の全体条件、方針

・７地域に区分

・根幹となる都市づくり
の目標・考え方

・国の政策、本市の現状
を踏まえた都市づくり
のあり方

瑞穂市都市計画マスタープラン
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瑞穂市第３次総合計画で設定された「将来の都市空間像」

■基本的な考え方

本市では、「穂積駅周辺の『都市拠点』を核とし、市内各地に『地域生活拠点』を配置し、コ
ンパクトな居住ゾーン及び公共交通ネットワークの形成を図ること」に重点を置きます。

そのうえで、各種法令との整合性を保ちながら市全体として秩序ある開発を進め、都市
と自然の調和、市の強みや地域の魅力の活用等を図ることにより、多様な拠点・軸・ゾー
ンをバランスよく適切に配置します。

■構成要素

・様々な都市活動や日常生活を支える機能が
集積する「拠点」

・地域間の人々の移動や交流、連携を支える「軸」
・都市利用及び自然的利用の区分や面的な
広がりを表す「ゾーン」

瑞穂市第３次総合計画で設定された「将来の都市空間像」を土台としながら、

新プランの5つの都市づくりの目標それぞれの視点で展開する。
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〈都市づくりの目標１〉 世代を超えて安心できる都市づくり

① 若者・子育て世代の定住を促進する良好な住

環境の整備に加え、こどもから高齢者までの

あらゆる世代に配慮したユニバーサルデザイ

ンを取り入れ、コミュニティの維持、育成につ

ながる都市づくりを進めます。

② 地域生活拠点を中心に、過度に自動車に頼ら

ず暮らせる日常生活圏を備えた、利便性の高

い都市づくりを進めます。

③ 自然災害のリスク等に対応した、誰もが安全、

安心に暮らし続けられる都市づくりを進めま

す。また、新技術の活用等により、安全性と信

頼性の高い都市基盤の構築を図ります。
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〈都市づくりの目標2〉 魅力ある拠点と賑わいがあふれる都市づくり

① ＪＲ穂積駅周辺では、多様な機能が集積し、訪

れやすく、魅力のある環境づくりを進めます。

② 都市拠点の機能強化のために新たに土地利用

検討区域を設定し、さらに市民の交流の場や

憩いの場として、市民に親しまれる拠点づくり

を進めます。

③ 都市拠点を中心に、ゆとりある歩行者空間を

創出し、歩行者にやさしいまちづくりを進めま

す。
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〈都市づくりの目標3〉 活力に満ちた持続可能な都市づくり

① 国道21号を大動脈としたきめ細かな幹線道

路ネットワークが形成され、活発な産業活動

や交流拡大につながる都市づくりを進めます。

② 活力のある産業集積や地域の活性化が図ら

れ、これらが市全体の持続的な発展を牽引す

るような都市づくりを進めます。

③ 民間活力や既存ストックの活用等によって都

市運営の効率化が図られ、持続的な発展が可

能となる都市づくりを進めます。
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〈都市づくりの目標4〉 文化・歴史・スポーツでつながる都市づくり

① 中山道、美江寺宿、伊久良河宮跡、別府観音

等の特色ある歴史、文化資源を最大限に活か

した、市民が誇りを持ち、多くの人が訪れたく

なる都市づくりを進めます。

② 市民がスポーツやレクリエーション、文化芸術

活動等を身近で楽しめ、市民同士の交流が活

発な都市づくりを進めます。

③ 点在する歴史、文化資源や公園等が有機的に

ネットワークし、多様な交流や、各施設の利用

増進につながる都市づくりを進めます。
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〈都市づくりの目標5〉 自然と共生し、環境にやさしい都市づくり

① 多くの一級河川や農地等による田園風景を

活かした、美しく、自然に親しみを感じること

のできる都市づくりを進めます。

② 利便性の高い公共交通体系や緑豊かな住環

境等を備えた、地球環境にやさしい、持続可

能な都市づくりを進めます。
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将来都市構造 〈総括〉

都市拠点

・公共交通の要を担い、多様な都

市機能（商業機能、医療機能、福

祉機能、行政機能、交流機能等）

が集積した拠点とします。

・交流機能については、市民の交

流の場・憩いの場として賑わいを

創出する土地利用を図ります。

〈位置〉 JR穂積駅周辺地区
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将来都市構造 〈総括〉

地域生活拠点

・公共交通ネットワークとの連携を

踏まえた、一定の都市機能が集

積した拠点とします。

・横屋駅～国道２１号沿道周辺は、

国道２１号と市道西部環状線の

ネットワークを担う重要な拠点と

します。

〈位置〉 馬場交差点周辺、

十九条駅周辺、犀川地区周辺、

横屋駅～国道２１号沿道周辺、

美江寺駅周辺、朝日大学周辺
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将来都市構造 〈総括〉

学術研究拠点

・朝日大学を中心に、大学及び

病院等による学術研究機能と

連携した先端技術が集積した

拠点とします。

〈位置〉 朝日大学周辺
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将来都市構造 〈総括〉

交流拠点

歴史や文化資源を活かした、 

市民がスポーツやレクリエーショ

ン等を楽しむことができる拠点

とします。

〇健康づくり拠点

〇市民交流拠点

〇歴史、文化交流拠点

〈位置〉 公園、グラウンド、

歴史・文化施設等
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土地利用構想

①住宅地（街なか居住）

②住宅地（周辺、郊外居住）

③商業地

④住工共存地

⑤工業地

⑥沿道複合地

⑦農地、集落地

⑧自然環境地

「良好な住宅市街地の形成」と「田園環境の保全」との調和

土地利用の基本方針

・・・ 市街化区域中心

・・・ 市街化調整区域
準都市計画区域中心

土地利用区分
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土地利用構想

①住宅地（街なか居住）

⚫ 都心部の利便性の高い住宅地として、低層の戸建

て住宅から中高層の集合住宅までの多様な住宅

と、生活利便施設や業務施設等とが調和しながら

立地する土地利用を図ります。

②住宅地（周辺、郊外居住）

⚫ 低層の戸建て住宅や低・中層の集合住宅を中心と

しながら、生活利便施設もある程度立地する、快

適性と利便性を備えた良好な住宅地としての利用

を図ります。

⚫ 地域生活拠点として位置づけられる地区や、これ

に連絡する幹線道路の沿道では、生活利便施設が

集積する、周辺地域住民の日常生活を支える土地

利用を図ります。

⚫ 農地等による田園風景のある地域に近接する地

区では、農と共生したゆとりある良好な住宅地と

しての利用を図ります。



44

土地利用構想

③商業地

⚫ 都市拠点として位置づけられるＪＲ穂積駅周辺地

区では、商業施設、医療福祉施設、子育て支援施

設など、多様な施設の立地を誘導し、「まちの顔」

としてふさわしい土地利用を図ります。

⚫ 犀川周辺地区では、広域的な集客力を有するもの

を含む、生活利便施設を中心とした土地利用を図

ります。

④住工共存地

⚫ 住環境と操業環境の調和を目的に、工場と住宅等

が共存する土地利用を維持します。

⚫ 住宅が土地利用の主体となるなど、今後の土地利

用動向に大きな変化かみ゙られる場合は、長期的な

視野のもと、土地利用のあり方を検討します。
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土地利用構想

⑤工業地

⚫ 幹線道路への近接性を活かし、周辺環境との調和

にも十分留意しながら、工場や流通、業務施設等

を主体とした土地利用を図ります。

⑥沿道複合地

⚫ 市街化区域内においては、広域的な幹線道路の沿

道という利便性を活かし、車利用に対応したロー

トザイト型゙の商業施設や、業務施設等か立゙地する、

非住居系を基本とした土地利用を図ります。

⚫ 市街化区域外においては、市街化調整区域等の性

格や、周辺の営農環境との調和に十分留意しなが

ら、地域資源を活用した産業施設や、広域ネット

ワークを活かした流通、業務施設の立地をはじめ、

地域の活性化に寄与する適正かつ合理的な土地

利用を図ります。
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土地利用構想

⑦農地、集落地

⚫ 良好な営農環境や景観等を支える優良農地の保

全を図ります。

⚫ 集落地については、周辺の営農環境との調和に十

分留意しなから゙、低層を基本とした良好な住環境

を保全する土地利用を図ります。

⚫ 美江寺駅周辺地区では、生活利便施設が多く立地

する、周辺地域住民の日常生活を支える土地利用

を図ります。

⚫ 周辺の営農環境との調和に十分留意しながら、地

域の活性化に寄与する新たな産業の土地利用を

検討します。

⑧自然環境地

⚫ 多様な生態系の生息域として、自然環境の保全を

図ります。

⚫ 市民の憩い、環境教育、健康づくり等に寄与する

場として、有効活用を図ります。

⚫ 犀川遊水地一帯では、グリーンインフラの多様な

機能を活かし、豊かな自然環境や歴史的資源を保

全するとともに、賑わいや交流の場として活用を

図ります。
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計画の構成

第1章 都市計画マスタープランの策定にあたって

第2章 これからの都市づくりに向けて

第3章 都市づくりのビジョン

第4章 都市づくりの基本計画

第5章 分野別都市づくり計画

第6章 地域区分

第7章～第13章 地域づくり構想

地域別構想編

全体構想編

導入編

・４つの分野の整備、
誘導方針

・全体構想を基に各地域
の全体条件、方針

・７地域に区分

・根幹となる都市づくり
の目標・考え方

・国の政策、本市の現状
を踏まえた都市づくり
のあり方

瑞穂市都市計画マスタープラン
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分野別都市づくり計画

将来都市構造及び土地利用構想の実現に向けた、4分野毎の都市計画施策の展開

の考え方を設定します。

①公園の整備
②緑豊かで潤いのある空間づくり
③公共用水域の保全

①都市基盤の整備
②適正、合理的な土地利用
③拠点地区の整備

①防災上の向上
②良好な景観の形成
③地球環境の保全

①幹線道路の整備
②安全、快適な道づくり
③公共交通の充実

〈分野別方針1〉
道路、交通づくりの方針

〈分野別方針2〉
水、緑づくりの方針

〈分野別方針3〉
市街地づくりの方針

〈分野別方針4〉
都市環境づくりの方針

【関連する都市施設】
・道路、駅前広場 など

【関連する都市施設】
・公園、緑地、河川、

下水道（汚水） など

【関連する地域地区、市街地開
発事業等】
・市街化区域、市街化調整区域
・用途地域、特定用途制限地域
・市街地開発事業

（土地区画整理事業）
・地区計画 など

【関連する地域地区、都市施設】
・準防火地域、景観地区
・河川、下水道（雨水） など
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〈分野別方針1〉

道路、交通づくりの方針

●公共交通の充実

① 利便性の高い公共交通ネットワー
クの形成

② 交通結節点の整備

●安全、快適な道づくり

① 生活道路の整備
② 歩行環境の整備
③ 自転車走行環境の整備
④ 美しく機能的な道路空間の整備

●幹線道路の整備

① 段階構成の明確な幹線道路ネット
ワークの形成

② 都市間を結ぶ道路の整備
③ 地域間を結ぶ道路の整備

分野別都市づくり計画
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分野別都市づくり計画

〈分野別方針2〉

水、緑づくりの方針

●公共用水域の保全

① 下水道の整備
② 合併浄化槽の設置

●緑豊かで潤いのある空間づくり

① 親水空間の整備
② 水と緑のネットワークの形成
③ 緑豊かな住環境の保全、創出

●公園の整備

① 拠点的な公園の整備
② 身近な公園の整備
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分野別都市づくり計画

〈分野別方針3〉

市街地づくりの方針

●拠点地区の整備

① 都市拠点の整備
② 地域生活拠点（美江寺駅周辺地区

等）の整備
③ 学術研究拠点（朝日大学周辺地

区）の整備

●適正、合理的な土地利用

① 土地利用に係る制度の適切な運用
② 既存ストックの活用

●都市基盤の整備

① 都市基盤未整備地区の整備
② 都市基盤整備済地区（土地区画整

理済 等）の環境保全、有効活用
③ 集落の整備
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分野別都市づくり計画

〈分野別方針4〉

都市環境づくりの方針

●地球環境の保全

① 地球温暖化防止対策の推進
② 低炭素な建築物の整備、誘導
③ 環境負荷の少ない都市構造の構築

●良好な景観の形成

① 地域特性に応じた良好な景観形成
② 公共空間の景観整備
③ 景観に配慮した民間開発の誘導

●防災性の向上

① 災害に強い都市基盤の整備
② 地域の不燃化、耐震化
③ 防災情報の整備、活用
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